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水質検査計画の内容 

１ 基本方針            ７ 水質検査体制 
２ 水道事業の概要         ８ 水質検査結果の評価及び 
３ 水質概況              水質検査計画の見直し 
４ 水質検査の地点         ９ 水質検査の精度及び信頼性の確保 
５ 水質検査項目及び検査回数   １０ 関係機関との連携 
６ 臨時の水質検査        １１ 水質検査計画と検査結果の公表 
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千葉県企業局（千葉県水道事業） 
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１ 基本方針 

千葉県企業局では，お客様へお届けする水道水は，安全であることはもちろん，より良

質でおいしい水道水であることが，水道事業者としての責務と考えています。 
そのため，水道法施行規則第１５条第６項において毎事業年度の策定が規定されている

水質検査計画を，以下の基本方針に基づき策定し，水質を適正に管理してまいります。 
 

（１）水質検査は，水道法で義務付けられている給水栓（蛇口）に加え，水源である河川

水や湖沼水，浄水場に入る水（原水），浄水場及び給水場等から送り出す水（浄水）

について行います。 

 

（２）水質検査は，水道法で義務付けられている｢毎日検査項目｣，｢水質基準項目｣のほか，

水質管理上留意すべき「水質管理目標設定項目」や｢その他項目｣について行います。 

 

（３）検査回数は，「毎日検査項目」を水質自動監視装置により常時監視するとともに，「水

質基準項目」を水道法で義務付けられている回数，または当局で必要と判断し頻度を

増やして行います。なお，頻度を増やす項目は「水質基準項目」のうち健康に関する

項目や維持管理において必要な項目とします。（別表－１，別表－２参照） 

  その他に「水質管理目標設定項目」や｢その他項目｣については別表３～５の回数実施

します。 

 

（４）水質検査は原則として自己検査で行います。 
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２ 水道事業の概要 

（１）給水区域 

給水区域は，１１市（千葉市，市川市，船橋市，松戸市，習志野市，市原市，鎌ケ谷

市，浦安市，成田市，印西市，白井市）に及び，千葉県人口の約４９％に当たる約３０

６万人（令和３年３月末現在）に給水しています。 
 

（２）浄水場の名称及び水源の種類 

当局には，ちば野菊の里浄水場，栗山浄水場，柏井浄水場，北総浄水場，福増浄水場

の５浄水場があり，その水源は利根川水系及び養老川水系の表流水です。（表－１） 

また，当局では，水道用水供給事業者である北千葉広域水道企業団，かずさ水道広域

連合企業団から水道水を受水しています。（表－２） 

浄水場別の給水区域は別図－１のとおりです。 

 

（３）浄水場の浄水処理方法 

各浄水場の浄水処理フローは別図－２のとおりです。 

 

表－１ 各浄水場の水源 

 

表－２ 水道用水供給事業者からの受水 

水 系 名 水源名 取水場名 浄 水 場 名 施設能力（ｍ3/日） 

表 

流 

水 

利根川水系 

江戸川 矢切取水場 
ちば野菊の里浄水場 60,000 

栗山浄水場 186,000 

印旛沼 印旛取水場 柏井浄水場（東側） 170,000 
530,000 

利根川 木下取水場 
柏井浄水場（西側） 360,000 

北総浄水場 126,700 

養老川水系 高滝ダム 高滝取水場 福増浄水場 90,000 

合   計 992,700 

水 系 名 水 源 名 水道用水供給事業者名 受水地点 

表
流
水 

利根川水系 江戸川 北千葉広域水道企業団 沼南給水場 

小櫃川水系 小櫃川 かずさ水道広域連合企業団 姉崎分場 
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３ 水質概況 

各浄水場の原水水質は水源により異なります。各浄水場では原水水質状況を把握し，特

に以下の水質項目に着目して必要な水質検査を行い，適正な浄水処理によって水質基準を

満たした水道水を供給します。（表－３） 

 
表－３ 水質概況 

 

水源 

 

利根川水系 養老川水系 

江戸川 利根川 印旛沼 高滝ダム 

取水場名 ・矢切取水場 ・木下取水場 ・印旛取水場 ・高滝取水場 

浄水場名 

・ちば野菊の里浄水

場 

・栗山浄水場 

・北総浄水場 

・柏井浄水場 

（西側施設） 

・柏井浄水場 

（東側施設） 

・福増浄水場 

水質状況 

・降雨等により濁度

が上昇します。 

・江戸川の下流に位

置するため，生活

排水の影響を受け

ます。また，油流

出等の水質事故が

発生し，影響を受

けることがありま

す。 

・降雨等により濁度

が上昇します。 

・利根川の下流に位

置するため，生活

排水の影響を受け

ます。また，油流

出等の水質事故が

発生し，影響を受

けることがありま

す。 

・上流に富栄養化の

進んだ湖沼があり

影響を受けていま

す。 

・水道水源としては

国内で富栄養化が

進んだ湖沼の一つ

です。 

・植物プランクトン

が大発生します。 

 

・富栄養化が進んで

おり，夏季には，

底層水が無酸素状

態になり底泥中か

ら鉄・マンガンな

どの溶出が見られ

ます。 

・植物プランクトン

が大発生します。 

問題点 

・凝集障害 

・かび臭の発生 

・魚卵の流下 

・油流出等水質事故 

・凝集障害 

・かび臭の発生 

・凝集障害 

・かび臭の発生 

・着色 

着 

目 

項 

目 

水源 

↓ 

浄水場 

・有機物 

・植物プランクトン 

・かび臭物質 

・濁度 

・臭気 

・有機物 

・植物プランクトン 

・かび臭物質 

・有機物 

・植物プランクトン 

・かび臭物質 

・マンガン 

浄水場 

↓ 

給水栓

(蛇口) 

・トリハロメタン（時間とともに増加） 

・残留塩素（時間とともに減少） 

・鉛（鉛給水管を使用している場合） 

・塩素酸（消毒剤に次亜塩素酸ナトリウムを使用している場合） 

・臭素酸（オゾンを使用している場合） 
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４ 水質検査の地点 

（１） 給水栓（蛇口） 

ア 毎日検査項目の検査 

 水道法の規定に基づき，２０系統それぞれについて１地点以上選択し，水質自動監

視装置により「毎日検査項目」の検査を実施します。（表－４），（別図－３） 

イ 水質基準項目等の検査 

 水道法の規定に基づき，２０系統それぞれについて１地点以上選択し，２７地点で

｢水質基準項目｣等の検査を実施します。（表－４），（別図－３） 

※千葉県企業局は配水系統を３３系統に分けて管理していますが，これは送水圧の

違いも含めた分け方であり，水質管理上は２０系統に分けられます。 

 

（２）給水場等 

｢水質基準項目｣等の検査を，９給水場と５分場の出口で実施します。（別図－３） 

 
（３）浄水場 

｢水質基準項目｣等の検査を，５浄水場の４原水と７浄水について実施します。（表－５），

（別図－３） 

 

（４）水源 

｢水質基準項目｣等の検査を江戸川，利根川，印旛沼，高滝ダムとそれらの主な流入河

川の２５地点と，北総浄水場及び柏井浄水場西側施設の原水に影響を与える手賀沼の９

地点の計３４地点で実施します。（表－６），（別図－４） 
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表－４ 給水栓（蛇口）検査地点 

系 統 水質基準項目検査地点 地点数 水質自動監視装置設置地点 地点数 

ちば野菊の里浄水場系 松戸市三ケ月 
松戸市新松戸 

２ 

松戸市南花島 
松戸市南花島中町 
松戸市樋野口 
松戸市新松戸 

４ 

栗山浄水場系 市川市南八幡 
市川市曽谷 

２ 
市川市宮久保 
市川市鬼高 

２ 

柏井浄水場東側施設系 千葉市若葉区都賀の台 
千葉市花見川区検見川町 

２ 

千葉市花見川区畑町 
千葉市花見川区花見川 
千葉市若葉区原町 
千葉市稲毛区萩台町 
千葉市中央区椿森 

５ 

幕張給水場系 船橋市浜町 

１ 

千葉市美浜区幸町 
千葉市美浜区高浜 
千葉市美浜区浜田 
習志野市秋津 
習志野市芝園 
船橋市浜町 
習志野市香澄 
千葉市美浜区幕張西 

８ 

柏井浄水場西側施設系 千葉市若葉区小倉台 
千葉市若葉区千城台東 

２ 
千葉市若葉区小倉台 

１ 

園生給水場系 千葉市稲毛区轟町 
１ 

千葉市中央区新宿 
千葉市稲毛区稲丘町 

２ 

北総浄水場系 印西市木刈 
印西市美瀬 

２ 
印西市若萩 

１ 

成田給水場系 成田市加良部 
成田市三里塚 

２ 
成田市玉造 
成田市三里塚 

２ 

福増浄水場系 市原市根田 
市原市五井 

２ 

市原市根田 
市原市能満 
千葉市中央区問屋町 
市原市八幡石塚 
市原市五井 
市原市旭五所 
市原市ちはら台西 

７ 

市原分場系 市原市辰巳台東 １ 市原市大厩 １ 

姉崎分場系 市原市岩崎西 
１ 

市原市桜台 
市原市青葉台 
市原市五井 

３ 

誉田給水場系 千葉市中央区星久喜町 

１ 

千葉市緑区平川町 
市原市ちはら台東 
千葉市中央区祐光 
千葉市若葉区若松台 
千葉市中央区青葉町 
千葉市中央区宮崎 
千葉市中央区生実町 
市原市草刈 

８ 

大宮分場系 千葉市若葉区大宮町 １ 千葉市中央区松ケ丘町 １ 

千葉分場系 千葉市中央区旭町 
１ 

千葉市中央区千葉寺町 
千葉市中央区本町 

２ 

北船橋給水場系 船橋市夏見 

１ 

船橋市薬円台 
船橋市夏見 
習志野市鷺沼 
船橋市坪井町 

４ 

船橋給水場系 船橋市湊町 

１ 

市川市若宮 
船橋市栄町 
船橋市海神町南 
船橋市本中山 
船橋市潮見町 

５ 

北習志野分場系 船橋市高根台 １ 船橋市高根台 １ 

妙典給水場系 浦安市富岡 
１ 

浦安市美浜 
浦安市千鳥 

２ 

松戸給水場系 松戸市小金原 
１ 

松戸市六高台 
市川市曽谷 

２ 

沼南給水場系 船橋市小室町 １ 市川市南大野 １ 

計 ２７ 計 ６２ 
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表－５ 浄水場検査地点 （５浄水場，４原水，７浄水） 

浄水場 原水 浄水 

ちば野菊の里浄水場 
江戸川（矢切取水場） 

配水池 

栗山浄水場 二拡配水池 

柏井浄水場（東側施設） 

（西側施設） 

印旛沼（印旛取水場） 東側配水池 

西側配水池 
利根川（木下取水場） 

北総浄水場 配水池 

福増浄水場 高滝ダム（高滝取水場） 
中間ポンプ井 

配水池 

  注 ちば野菊の里浄水場と栗山浄水場は矢切取水場から取水しています。 

    柏井浄水場（西側施設）と北総浄水場は木下取水場から取水しています。 

 

表－６ 水源検査地点 

水 源 等 検  査  地  点  名 地点数 

利根川

水系 

江戸川 
宝珠花橋，野田橋，流山橋，新葛飾橋 ４ 

（流入河川）松戸排水機場前 １ 

利根川 
下総利根大橋，新大利根橋，栄橋 ３ 

（流入河川）滝下橋，高須橋，豊田堰，八間堰 ４ 

印旛沼 
舟戸大橋，沼中央部，取水ゲート前，鹿島川出口， 

飯野台機場前，一本松機場前，捷水路南出口 
７ 

養老川

水系 

高滝 

ダム 

取水口前，加茂橋，境橋 ３ 

（流入河川）境橋，高東橋，湯原橋 ３ 

手賀沼 

根戸下，手賀大橋，高野山下，沼中央部， 

水道橋，干拓一の橋，手賀排水機場前 
７ 

（流入河川）北柏橋，大津川橋 ２ 

合    計 ３４ 

  注 下線は取水口直近の検査地点を示す。 
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５ 水質検査項目及び検査回数 

（１）毎日検査項目（３項目） 

「色，濁り，消毒の残留効果」 

給水栓（蛇口）において毎日１回以上検査することが水道法で規定されているた

め，水質自動監視装置を用いて連続的に検査します。（別表－１） 
 

（２）定期検査項目 

  ア 水質基準項目（５１項目） 

水道法により検査回数が規定されており，項目ごと異なります。当局では一部

項目では必要に応じ法定回数より多く検査しています。 

水道法では原則給水栓（蛇口）で検査することと規定されていますが，水源，

浄水場，給水場等についても検査を行います。検査の項目と回数は別表－２のと

おりです。 

なお，給水栓（蛇口）において，法定回数よりも多く検査する項目について，

その理由は以下のとおりです。 

 

①「塩素酸」（原則３ヵ月に１回以上） 

当局の浄水場・給水場では，次亜塩素酸ナトリウムを用いているため，毎月検

査します。 

②「臭素酸」（原則３ヵ月に１回以上） 

当局では，オゾン処理を導入している浄水場があり，また次亜塩素酸ナトリウ

ムを用いていることから，毎月検査します。 

③「クロロホルム，ジブロモクロロメタン，総トリハロメタン，ブロモジクロロメ

タン，ブロモホルム，」（原則３ヵ月に１回以上） 

塩素処理による副生成物であり，配水管内で濃度の変化が考えられるため，毎

月検査します。 

④「亜硝酸態窒素，硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素」（原則３ヵ月に１回以上） 

  水源において汚染のおそれがあるため，毎月検査します。 

⑤「ジェオスミン，2-メチルイソボルネオール」 （原則発生時期に月１回以上） 

水源においてかび臭の発生や流入のおそれがあることから，毎月検査します。  

 

イ 水質管理目標設定項目[２５項目（＋農薬類として１１３物質）] 

   厚生労働省の通知で水質基準項目に準じて検査すべきとされている項目で，給水

栓（蛇口），水源，浄水場，給水場等について検査を行います。 

   なお，水質管理目標設定項目は，厚生労働省が定める２７項目のうち，消毒剤で

ある二酸化塩素は使用していないため，また，有機物等（過マンガン酸カリウム消

費量）は有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）で代替できるため，検査は実施せず

２５項目とします。 

   農薬類については，厚生労働省が国内の検出状況，使用量などを勘案しリストア

ップした農薬類のうち１１３物質を検査します。 

検査の項目と回数は別表－３及び別表－４のとおりです。 

 



 - 8 -

  ウ その他項目（２５項目） 

 その他，厚生労働省通知で検査の実施を求められている項目や浄水処理を行う上

で指標としている項目等について検査を行います。検査の項目と回数は別表－５の

とおりです。 

 なお，放射性物質「放射性セシウム（Ｃｓ－１３４，１３７），放射性ヨウ素 

（Ｉ－１３１）」については，状況に応じて安全性確認を第一に適切な回数・地点で

検査します。 

 

 

６ 臨時の水質検査 

以下の場合，原因究明や運転管理に必要な項目について，臨時の水質検査を行います。 
①定期検査により水質異常が判明した場合 
②水源水質に異常があった場合 
③給水区域及びその周辺等に水系感染症が流行している場合 
④浄水処理工程に異常が発見された場合 
⑤配水管の大規模な工事等により水道施設が著しく汚染されたおそれがある場合 
⑥その他，必要があると認められる場合 
 
 

７ 水質検査体制 

水質検査は原則として自己検査で行います。ただし，定期検査のための試料の採水・運

搬，残留塩素及び溶存酸素，並びにダイオキシン類の検査については，厚生労働大臣の登

録を受けた外部検査機関に委託します。水質検査は，「水質基準に関する省令の規定に基づ

き厚生労働大臣が定める方法」（平成１５年厚生労働省告示第２６１号）等に基づき実施し

ます。 

 

８ 水質検査結果の評価及び水質検査計画の見直し 

給水栓（蛇口）の検査結果が水道法に規定された水道水質基準を満たすことを確認しま

す。また，水質検査結果を評価し，厚生労働省の水質基準等の改正を踏まえ，翌年度の水

質検査計画の検査項目や検査回数に反映します。水質検査計画の見直しにあたっては，皆

様からの御意見を参考といたします。 

 

９ 水質検査の精度及び信頼性の確保 

検査項目は微生物から化学物質まで多種多様にわたり，その検査レベルも極微量レベル

での測定が求められています。 
当局の水質センターでは，水質基準項目すべてについて，水質検査の品質管理とその技
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術力を保証する（公社）日本水道協会の水質検査優良試験所規範（水道 GLP）の認定を取

得し，維持しています。 
また，精度を確保する取り組みとして，内部精度管理のほか，厚生労働省や千葉県健康

福祉部が実施する外部精度管理に参加することにより，水質検査の精度を確認し，信頼性

を確保します。 
なお，委託検査については，当局と同等以上の精度管理がなされている外部検査機関で

実施しています。 

 

１０ 関係機関との連携 

水源において，油流出等の水質事故が発生した場合は，河川を管理する国土交通省や千

葉県のほか，流域水道事業体等からなる情報連絡網を用い，迅速に情報を把握できる体制

を整えています。 
万が一，水系感染症が発生した場合にも，厚生労働省や千葉県健康福祉部など関係機関

と連携し，迅速に対応が図れる体制を整備しています。 

 

１１ 水質検査計画と検査結果の公表 

（１）水質検査計画はホームページ等で公表し，皆様の御意見を随時募集しています。 
（２）検査結果については，ホームページでお知らせするとともに，水質年報を発刊しホー

ムページ及び給水区域内の主な図書館等で閲覧できるようにしています。 
 

 
問い合わせ先 千葉県企業局水道部浄水課 

 〒262-8512 千葉市花見川区幕張町5-417-24 

 ☎ 043(211)8673 FAX 043(274)9805 

 E ﾒｰﾙ w-jousui@pref.chiba.lg.jp 

ホームページ https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/index.html 


